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第6章 

計画の推進方策 
 
本計画を着実に推進していくためには、中長期的な視点から推

進体制を整備し、計画的に進行管理を行っていくことが重要で

す。 

 
 
 

6-1 進行管理と推進体制 

 

ＰＤＣＡサイクル （１）

本計画に基づき具体的な再配置事業を推進するにあたっては、ＰＤＣＡサイクルに従って庁内や外部組

織等による進捗状況や再配置効果の検証、改善策の検討などを踏まえ、検討を行います。本計画について

も、総合計画や事業実施計画の見直し等とあわせて、必要に応じて見直しを行います。 

 

 

施設情報の一元管理 （２）

現在、公共施設の基本的な情報に関しては、「公共施設白書」として情報の一元化および見える化を図

り、ホームページ等での公開により、情報発信しています。 

また、総務省より地方公会計に係る固定資産台帳の整備と複式簿記の導入を前提とした財務書類の作成

に関する統一的な基準が示され、本市においても平成 27 年度に固定資産台帳を整備し、平成 29 年度に平

成 28 年度決算に基づく統一的な基準による財務書類の作成を予定しています。 

今後、固定資産台帳の整備・更新と連動して公共施設白書を定期的に更新し、最新の施設情報をもとに

個別施設の再配置事業の検討を進めていきます。 

 

 

中長期保全計画に基づく投資的予算の編成方針 （３）

 中長期保全計画 ①

次世代に引き継いでいく施設については、総合管理計画の基本方針および本計画における基本的な考え

方の一つである「施設の長寿命化」を図り、長期にわたって施設を使用していく方針を掲げています。長

寿命化等を検討する上では、施設の構造や設備等の諸元、修繕や点検履歴、劣化状況等の建築情報をもと

に、中長期にわたる建物や設備等の修繕サイクルおよび工事費の概算等について時系列で整理した「中長

期保全計画」が必要となります。当該計画に基づき、予防保全の観点からの維持管理および財政負担の軽

減および平準化について検討した上で、毎年の予算編成に反映することとします。  
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図 6-1 個別施設の中長期保全計画（イメージ） 

 

 
図 6-2 中長期保全計画に基づく修繕工事の集約化（イメージ） 

 
 投資的経費の予算編成方針 ②

施設の修繕や建替え等について、中長期的な財政収支見通しを踏まえた効率的、効果的な投資を行って

いくためには、単年度のみで考えるのではなく、複数年にわたって修繕の優先度、緊急度を整理した上で、

計画的な予算編成を組んでいく必要があります。 

本市の行財政プランにおける政策的・投資的経費の予算編成方針については、平成 23～27 年度期間の

計画においては、政策的・投資的経費に係る一般財源の総額を原則として毎年度 15 億円以内とする取り組

み方針を掲げています。平成 28 年度からの５か年については、インフラも含めた政策的・投資的経費の一

般財源の総枠を 20 億円とし、その内訳として、本計画（再配置基本計画）の推進に係る事業分 10 億円以

内、インフラ・その他分で５億円以内、政策的経費に係る事業分５億円以内（いずれも一般財源）の目標

施設名

建設年

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040

H28 H29 H30 H31 H32 H33 H34 H35 H36 H37 H38 H39 H40 H41 H42 H43 H44 H45 H46 H47 H48 H49 H50 H51 H52

築16年 17年 18年 19年 20年 21年 22年 23年 24年 25年 26年 27年 28年 29年 30年 31年 32年 33年 34年 35年 36年 37年 38年 39年 40年

30 2000 2000 2000

15 2015 1000 1000

40 2000 500 500

40 2000 2000 2000

受変電設備 30 2000 500 500

高圧配管配線 30 2000 500 500

非常灯 30 2000 200 200

中央監視制御 30 2000 100 100

給湯ボイラー 30 2000 300 300

水槽類 20 2000 100 100

排水配管 30 2000 200 200

熱源機器 15 2015 1000 1000

空調配管 15 2015 500 500

空気調和器 15 2015 2000 2000

自動火災報知 30 2000 500 500

消火栓 30 2000 500 500

エレベーター 30 2000 3000 3000

エスカレーター 30 2000 3000 3000

17900 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2500

172900 0 0 0 0 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 15400 15400 15400 15400 15400 15400 15400 15400 15400 15400 17900

金額
(万円)

耐用
年数

最終
更新年

改修費累計

改修費合計

屋根・屋上防水

外部サッシ

内装

外壁

項目

○○会館

2000年

建築

電気

機械

その他

防災設備

昇降設備

空調設備

給排水
設備

強電

弱電

施設名

(万円) (万円)

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2021 2022 2023 2024 2025 2026

H33 H34 H35 H36 H37 H38 H33 H34 H35 H36 H37 H38

屋上防水
改修

2,000
屋上防水

改修
2,000

改修
1,500

外壁
改修

3,000
外壁

改修
2,300

改修
3,000

受変電設備
改修

1,000
受変電設備

改修
1,000

給水配管
改修

2,000
給水配管

改修
1,200

改修
2,000

ｽﾌﾟﾘﾝｸﾗｰ
改修
500

ｽﾌﾟﾘﾝｸﾗｰ
改修
500

合計 2,000 1,000 5,000 500 合計 6,000 500

項目 項目

○○会館

部位ごとの周期で修繕工事 計画に基づく修繕工事の集約化

3ヶ年で

8,000万円
集約による効率化で

8,000万円 6,000万円

足場等の共通化

による縮減
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を設定し、健全な財政運営実現のための取り組みを推進することとしています。 

このうち、再配置基本計画の推進に係る投資的経費については、毎年度、建物のハード面からは前述し

た中長期保全計画に基づき効率的・効果的な投資時期を判断するとともに、ソフト面からは、事業実施５

か年計画に基づく事務事業のローリング等を踏まえた上で、長期にわたって施設を使用するための長寿命

化あるいは建替え等を行う必要があるかどうか総合的に評価し、本計画の推進に基づく投資的経費として

位置付けることとします。 

 

 
図 6-3 行財政プランにおける政策的・投資的経費の編成方針 

 

 

図 6-4 投資的経費に係る予算検討の流れ（イメージ） 

 
 
 

再配置事業検討に係る庁内体制と意思決定 （４）

施設の機能移転や複合化の検討においては、対象となる施設が複数かつ異なる施設分類や施設所管課に

またがることが想定されます。今後、これら個別施設の再配置を具体的に検討する際には、総合管理計画

および再配置基本計画の策定および進捗管理を所管する総合政策部において、施設間の調整を行いながら、

複合化等に関する再配置の基本的な方針（案）を検討していきます。また、再配置後の新たな施設を主と

して所管する部署を決定し、その所管部において、施設供用後の運用等に関する基本計画の策定やその後

の設計、工事、設置管理条例改正等の事務を行うこととします。 

H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 H31 H32

行財政プラン

10億円

20億円

15億円

投資的経費（再配置基本計画
推進分）に係る一般財源

政策的経費に係る一般財源

投資的経費
（ｲﾝﾌﾗ・その他分)

(H23～27） （H28～32）

中長期保全計画
工事名

概算金額

（千円）
優先順位

○○工事 2,000 ★★★★★

○●工事 1,000 ★★★★

■■工事 1,000 ★★★

△■工事 1,500 ★★★

再配置基本計画
事業実施計画

優先工事（案）の抽出

次年度予算要求工事の選定 事務事業の見直し
機能移転等の検討

工事の集約・平準化

ハード評価

ソフト評価
劣化調査等に基づく工事の優先度
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これら検討の各段階における庁内の合意形成および意思決定については、関連施設を所管する課長級に

よる協議の場を設置し、機能移転や複合化、大規模改修等の計画立案に向けた課題の抽出や対応策、市民

ニーズや事業効果（ソフト、ハード）、スケジュール等について把握・整理した上で基本方針（案）とし

てとりまとめ、庁内の合意形成を図ります。また、実施段階においては施設利用者や利用者以外の市民の

方々についても合意形成を図ることに努め、可能な限り市民ニーズを反映した事業計画を立案していくこ

ととします。 

 

 
図 6-5 再配置事業の立案・実施体制（イメージ） 

 
 
 

6-2 広域連携 

大規模なホールを有する文化施設や美術館等の展覧施設、体育館等のスポーツ・レクリエーション施設

は、本市市民のみならず、近隣市町等の住民も含め、広域的に利用される施設です。また、大規模地震や

豪雨等の災害時には、公共施設は避難所としてその役割を担いますが、各自治体の被災状況によっては、

市境付近に避難所指定される公共施設を相互に利用することも想定されます。広域連携による公共施設の

設置・維持管理・運営等の方法は、一部事務組合による施設の設置・運営や、既存の文化・スポーツ施設

等の相互利用と利用料金格差の撤廃などさまざまな方法が考えられます。 

阪神地域は各市町面積的にも比較的コンパクトであり、また鉄道・バス等の公共交通機関も発達してい

る地域特性を有しています。また、文化やスポーツ活動に係る市民ニーズは市町によって遍在するもので

はなく、共通に存在するものであることから、これまでの各市町がそれぞれ単独で施設を設置・運営する

というこれまでの考え方ではなく、利用範囲が広域圏にわたる施設については、共同設置・運営、相互利

用等の連携について、検討を行います。 

  

方針案の上程

施設所管部局長

政策会議・庁議

再配置対象所管課
Ａ
課

Ｂ
課

Ｃ
課

○○複合化事業

施設マネジメント課 ・再配置基本計画の進行管理
・個別計画検討に係る部局間調

整・方針案とりまとめ

・施設・事業の現状、ﾆｰｽﾞ等把握
・個別施設の再配置計画検討

実務者
（担当課長）

レベル
の協議・検討

方針最終決定

総括・調整

部局間合意

実施段階

Ｂ 課

Ｃ 課

施設ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ課
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Ａ 課
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関
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意
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握

基
本
構
想
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計
画

設
計
・
工
事

事
業
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営

再配置施設が複数部
局にまたがる場合、主
として施設運営・管理を
行う所管において、関
連予算や計画を総括。
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6-3 エリアマネジメント（国公有財産の最適利用） 

エリアマネジメントとは、「国、地方公共団体、その他関係機関が相互に連携・情報共有し、地域にお

ける庁舎などの公的施設の最適利用や地域の様々な課題解決に向けての調整を進めていき、公的施設等の

集約・最適化（マッチング）を行うことなどにより、まちづくりの推進を支援していくもの」です。 

これまで、国および地方自治体においては、それぞれが所有する財産の活用等については基本的にはそ

れぞれの機関で計画を立案し、活用が図られています。人口減少や施設の耐震化・更新、持続可能な財政

運営への対応が双方において求められている現状において、国と地方公共団体が連携して、公的施設の効

率的な再編および最適化を図ることにより、たとえば、合築による建設費等の財政負担軽減や、施設の余

剰スペースの有効活用等による管理費の軽減、ワンストップサービスの提供による市民の利便性の向上な

ど、連携による効果の発現が期待されています。 

本市においても、市役所周辺を中心に、国税や法務、労働関連行政の庁舎など、連携可能な国有あるい

は県有財産が存在しており、本計画に基づき個別の施設について再配置の検討を行う際には、連携や活用

の可能性について検討します。 

 

歳入アップや公的施設の効率化            地域住民の利便性向上 

 

図 6-6 国有財産の最適利用のイメージ 
出典）財務省資料 

 
 


